
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
知
事
の
所
轄
に
属
す
る
学
校
法
人
等
の
行
う
こ
と
の
で
き
る
収
益
事
業
の
種
類 

　を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件                                             

一
六
四 

○
私
立
学
校
振
興
助
成
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
事
項
を
定
め 

　る
件                                                                     

一
六
四 

○
私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
規
則
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
所
轄
庁
が
定
め 

　る
書
類
を
定
め
る
件                                                         

一
六
四 

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件                         

一
六
五 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件                                           

一
六
五 

○
農
地
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の 

　規
定
に
よ
り
裁
定
を
行
っ
た
件                                                 

一
六
五 

○
特
定
農
業
用
た
め
池
を
指
定
し
た
件                                             

一
六
六 

○
特
定
農
業
用
た
め
池
の
指
定
を
解
除
し
た
件                                       

一
六
六 

○
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
森
林
整
備
業
務
の
委
託
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る 

　場
合
に
お
け
る
当
該
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
を
定
め
る
件 

　の
一
部
を
改
正
す
る
件                                                       

一
六
六 

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
件                                           
一
六
六 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件                                               
一
六
七 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号 

　知
事
の
所
轄
に
属
す
る
学
校
法
人
等
の
行
う
こ
と
の
で
き
る
収
益
事
業
の
種
類
を
定
め
る
件
（
平
成

二
十
一
年
福
島
県
告
示
第
五
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か

ら
適
用
す
る
。 

　
　令
和
七
年
四
月
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

　第
二
中
「
統
計
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
産
業
に
関
す
る
分
類
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十

五
年
総
務
省
告
示
第
四
百
五
号
）
」
を
「
統
計
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
統
計
基
準
と
し
て

日
本
標
準
産
業
分
類
を
定
め
る
件
（
令
和
五
年
総
務
省
告
示
第
二
百
五
十
六
号
）
」
に
改
め
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
私
学
・
法
人
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号 

　私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法
人
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
書
類
（
私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
百
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
を
い
う
。
）
及
び
そ
の
附
属
明
細
書

に
つ
い
て
受
け
る
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二

第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
）
又
は
監
査
法
人
の
監
査
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

定
め
、
令
和
七
年
度
の
計
算
書
類
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
受
け
る
監
査
か
ら
適
用
す
る
。 

　な
お
、
令
和
六
年
度
の
貸
借
対
照
表
、
収
支
計
算
書
そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
係
す
る
書
類
に
添
付

す
る
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
作
成
す
る
監
査
報
告
書
に
係
る
監
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 

　あ
わ
せ
て
、
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
作
成
す
る
監
査
報
告
書
に
係
る
監
査
事
項
を
指
定
す
る

件
（
平
成
二
十
八
年
福
島
県
告
示
第
二
百
四
号
）
は
廃
止
す
る
。 

　
　令
和
七
年
四
月
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

　学
校
法
人
会
計
基
準
（
昭
和
四
十
六
年
文
部
省
令
第
十
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
会
計

処
理
が
行
わ
れ
、
計
算
書
類
（
活
動
区
分
資
金
収
支
計
算
書
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
（
収

益
事
業
会
計
に
あ
っ
て
は
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
）
が
作
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
監
査
を
受
け
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
私
学
・
法
人
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号 

　私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
規
則
（
令
和
六
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
九
号
）
第
二
条
第
四
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法
人
に
係
る
同
号
に
規
定
す
る
所
轄
庁
が
定
め
る
書
類
を

次
の
と
お
り
定
め
、
令
和
七
年
度
に
係
る
書
類
の
提
出
か
ら
適
用
す
る
。 

　
　令
和
七
年
四
月
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 
　知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法
人
に
係
る
私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
規
則
第
二
条
第
四
号
に
規
定

す
る
所
轄
庁
が
定
め
る
書
類
は
、
人
件
費
支
出
内
訳
表
が
同
令
第
五
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成

さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）

第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
）
又
は
監
査
法
人
の
監
査
報
告
と
す

る
。 　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
私
学
・
法
人
課
） 
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福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
五
条
第
一
項
の
新
設
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
七
年

四
月
一
日
か
ら
同
年
五
月
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島

県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
産
業
チ
ャ

レ
ン
ジ
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
四
月
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

（
仮
称
）
ア
ク
ロ
ス
プ
ラ
ザ
大
原

　福
島
県
い
わ
き
市
小
名
浜
大
原
字
東
田
六
十
六
ほ
か 

二

　法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
い
わ
き
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要 

　１

　騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項 

㈠

　冷
凍
機
室
外
機
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
届
出

が
必
要
と
な
る
た
め
、
施
設
配
置
の
工
事
開
始
の
三
十
日
前
ま
で
に
所
要
の
届
出
を
行
う
こ
と
。 

㈡

　建
屋
設
置
等
に
あ
た
り
、
騒
音
規
制
法
に
規
定
す
る
特
定
建
設
作
業
ま
た
は
福
島
県
生
活
環

境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
に
規
定
す
る
騒
音
指
定
建
設
作
業
が
生
じ
る
場
合
は
、
作
業
開
始

の
七
日
前
ま
で
に
所
要
の
届
出
を
行
う
こ
と
。 

　２

　廃
棄
物
に
係
る
事
項 

㈠

　事
業
活
動
に
伴
い
発
生
し
た
廃
棄
物
は
、
分
別
・
リ
サ
イ
ク
ル
に
努
め
る
と
と
も
に
、
委
託

処
理
を
す
る
際
に
は
、
適
切
な
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
及
び
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
を
持
っ
た
者

を
選
定
す
る
こ
と
。
な
お
、
産
業
廃
棄
物
の
処
理
を
委
託
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
の
交
付
及
び
交
付
し
た
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
写
し
の
保
存
を
適
正
に
行
う
こ
と
。 

㈡

　廃
棄
物
の
保
管
に
つ
い
て
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
で
規
定
す
る
保
管
基

準
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

㈢

　従
業
員
や
顧
客
の
飲
食
や
嗜
好
に
よ
り
排
出
さ
れ
た
缶
類
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
、
ビ
ン
類
及
び

容
器
包
装
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は
、
産
業
廃
棄
物
と
し
て
取
扱
う
こ
と
。 

㈣

　非
物
販
店
舗
に
つ
い
て
も
、
廃
棄
物
が
発
生
す
る
際
に
は
適
切
に
処
分
す
る
こ
と
。 

３

　そ
の
他 

㈠

　令
和
六
年
七
月
、
九
月
に
届
け
出
た
土
壌
汚
染
対
策
法
第
四
条
第
一
項
の
届
出
内
容
に
変
更

が
あ
れ
ば
、
事
前
に
市
環
境
監
視
セ
ン
タ
ー
と
協
議
す
る
こ
と
。 

㈡

　建
築
工
事
期
間
中
又
は
営
業
開
始
後
、
苦
情
等
が
申
し
立
て
ら
れ
た
場
合
に
は
、
関
係
機
関

に
指
導
等
を
仰
ぎ
、
対
応
す
る
こ
と
。 

三

　法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要 

意
見
書
の
提
出
な
し 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
枝

地
区
に
係
る
県
営
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
（
用
排
水
施
設
等
整
備
事
業
（
湛
水
防
除
事
業
）
）
を
行

う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
四
月
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

令
和
七
年
四
月
二
日
か
ら 

（
二
十
日
間
） 

同

　
　
　
　月
二
十
一
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

国
見
町
役
場 

四

　そ
の
他 

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業

計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
、
福
島
県
を
被
告
と

し
て
、
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号 

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
二
月
五
日
付
け
で
公
益
財
団
法
人
福
島

県
農
業
振
興
公
社
（
福
島
県
農
地
中
間
管
理
機
構
）
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
農
地
を
利
用
す
る
権
利
（
以

下
「
利
用
権
」
と
い
う
。
）
の
設
定
に
関
し
て
、
令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
付
け
で
次
の
と
お
り
裁
定

し
た
。 令

和
七
年
四
月
一
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

所
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　地
番

　
　
　
　地
目

　面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
） 

南
相
馬
市
鹿
島
区
烏
崎
字
南
谷
地

　
　
　
　三
四
九

　
　
　田

　
　一
八
五 

同

　
　市
鹿
島
区
烏
崎
字
南
谷
地

　
　
　
　三
四
三

　
　
　田

　
　六
四
七 

同

　
　市
鹿
島
区
小
島
田
字
仲
屋
舗

　
　
　二
七
九

　
　
　田

　
　三
一
九 

二

　利
用
権
の
内
容 

水
稲
の
栽
培
で
利
用 

三

　利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間 

１

　始
期

　令
和
七
年
五
月
一
日 

２

　存
続
期
間

　一
〇
年 

四

　農
地
の
所
有
者
等
の
情
報 

髙
田

　夘
之
松
（
亡
） 
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谷
地

　ツ
ル
（
亡
） 

佐
藤

　由
房
（
亡
） 

五

　借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

　一
四
八
、
六
五
〇
円 

六

　補
償
金
の
支
払
の
方
法 

当
該
利
用
権
の
始
期
ま
で
に
福
島
地
方
法
務
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る
こ
と
。 

（
農
村
振
興
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号 

農
業
用
た
め
池
の
管
理
及
び
保
全
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
十
七
号
）
第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
農
業
用
た
め
池
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
七
年
四
月
一
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

１

　特
定
農
業
用
た
め
池
の
名
称
及
び
所
在
地 

名

　
　
　称

所

　
　
　在

　
　
　地

中
太
田
（
池
）
︱

　
　
南
相
馬
市
原
町
区
中
太
田
字
西
畑
一
三
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　

03

松
林

　
　
　
　
　
　
　
　
伊
達
市
梁
川
町
五
十
沢
字
松
林
五
〇
地
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　

２

　特
定
農
業
用
た
め
池
に
指
定
し
た
年
月
日 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

（
農
地
管
理
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
号 

農
業
用
た
め
池
の
管
理
及
び
保
全
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
十
七
号
）
第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
特
定
農
業
用
た
め
池
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
し
た
。 

令
和
七
年
四
月
一
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

１

　特
定
農
業
用
た
め
池
の
名
称
及
び
所
在
地 

名

　
　
　称

所

　
　
　在

　
　
　地

中
の
堤
（
坪
田
）

　
　
　
相
馬
市
坪
田
字
下
高
松
二
三
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

掃
部
介
堤

　
　
　
　
　
　
相
馬
市
日
下
石
字
高
根
沢
七
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

姥
沢
堤

　
　
　
　
　
　
　
河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
牛
川
字
寺
ノ
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
田
た
め
池

　
　
　
　
　
大
沼
郡
金
山
町
大
字
横
田
字
大
曽
根
二
七
〇
八
︱
三

　
　
　
　
　

２

　特
定
農
業
用
た
め
池
の
指
定
を
解
除
し
た
年
月
日 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

（
農
地
管
理
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号 

　競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
森
林
整
備
業
務
の
委
託
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
を
定
め
る
件
（
平
成
十
八
年
福
島
県
告
示
第
五
百
五
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　
　令
和
七
年
四
月
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　第
一
の
五
中
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
研
究
・
整
備
機

構
森
林
総
合
研
究
所
」
に
改
め
る
。 

　第
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
六

　資
格
の
審
査
の
結
果
の
通
知 

　
　入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
と
認
定
さ
れ
た
申
請
者
へ
の
審
査
結
果
の
通
知
は
、
認
定
後
速
や
か
に
、

　福
島
県
森
林
計
画
課
の
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
森
林
整
備
業
務
競
争
入
札
参
加
有
資
格
者
名
簿
を
登

　載
す
る
こ
と
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
審
査
の
結
果
、
参
加
資
格
を
有
す
る
と
認
め

　ら
れ
な
い
と
き
は
、
そ
の
結
果
及
び
理
由
を
郵
送
で
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。 

　
　令
和
七
年
四
月
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所 

双
葉
郡
川
内
村
大
字
下
川
内
字
山
梨
作
五
〇
一
の
八
、
五
〇
一
の
九
、
五
〇
一
の
二
三 

二

　指
定
の
目
的 

水
源
の
涵
養 

か
ん

三

　指
定
施
業
要
件 

　１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
川
内
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　２

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 
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　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
川
内
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
七
年
四
月
一
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
本
宮

本
宮
市
高
木
字
□
七
七
番

変
更
前

　

 

Ａ

　
　六
・
六
～ 

一
、
四
一
〇
・
五 

三
春
線

　
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　

　
　
　二
六
・
〇 

 

同

　市
糠
沢
字
西
笹
田
一

Ｂ

　一
三
・
八
～

一
、
三
六
四
・
六

番
一
六
地
先
ま
で

　
　
　

　
　
　五
一
・
六

変
更
後

　

 

Ｂ

　一
三
・
八
～ 

一
、
三
六
四
・
六 

　
　
　五
一
・
六

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
七
年
四
月
一
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員

　

 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
長
塚

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
両
竹

変
更
前

　

　
　一
八
・
六
～ 

　
　三
五
五
・
〇

請
戸
浪
江

字
原
田
五
七
番
四
地
先
か

　
　
　

　
　
　二
四
・
七

線

　
　
　
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　郡
同

　町
大
字
両
竹

変
更
後 

　
　一
五
・
四
～ 

　
　三
五
五
・
〇 

字
庄
司
口
二
九
番
一
地
先

　
　
　二
〇
・
五

ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 
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